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●

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
高
度
人
材
外
国
人
等
に
係
る
同
法
別
表
第
一

の
五
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
を
定
め
る
件
第
二
条
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
を
指
定
さ
れ
て
在
留
す
る
者
等
の
在

留
手
続
の
取
扱
い
に
関
す
る
指
針
（
平
成
二
十
四
年
法
務
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）

最
近
の
改
正

平
成
二
十
八
年
七
月
七
日
法
務
省
告
示
第
三
百
七
十
八
号

第
一

目
的

こ
の
指
針
は
、
高
度
人
材
告
示
第
二
条
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
を
指
定
さ
れ
て
在
留
す
る
者
等
に
関
す
る
在
留
手
続

に
係
る
取
扱
い
を
明
ら
か
に
し
、
も
っ
て
出
入
国
の
公
正
な
管
理
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二

定
義

一

こ
の
指
針
に
お
い
て
、
「
在
留
高
度
人
材
外
国
人
」
と
は
、
高
度
人
材
告
示
第
二
条
の
表
イ
の
項
か
ら
ハ
の
項
ま
で
の

下
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
活
動
を
指
定
さ
れ
て
在
留
す
る
者
又
は
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政

令
第
三
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
活
動
の
在
留
資
格
へ
の
変
更
の
許
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可
を
受
け
、
別
表
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
活
動
を
指
定
さ
れ
て
在
留
す
る
者
を
い
う
。

二

こ
の
指
針
に
お
い
て
、
「
在
留
高
度
人
材
外
国
人
の
扶
養
を
受
け
る
配
偶
者
等
」
と
は
、
高
度
人
材
告
示
第
二
条
の
表

ニ
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
を
指
定
さ
れ
て
在
留
す
る
者
を
い
う
。

三

こ
の
指
針
に
お
い
て
、
「
在
留
高
度
人
材
外
国
人
の
就
労
す
る
配
偶
者
」
と
は
、
高
度
人
材
告
示
第
二
条
の
表
ホ
の
項

の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
を
指
定
さ
れ
て
在
留
す
る
者
又
は
法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
活
動
の
在
留
資
格
へ

の
変
更
の
許
可
を
受
け
、
第
五
の
二
の
１
か
ら
４
ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
活
動
を
指
定
さ
れ
て
在
留
す
る
者
を
い
う
。

四

こ
の
指
針
に
お
い
て
、
「
在
留
高
度
人
材
外
国
人
の
家
事
使
用
人
」
と
は
、
高
度
人
材
告
示
第
二
条
の
表
ヘ
の
項
又
は

ト
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
を
指
定
さ
れ
て
在
留
す
る
者
を
い
う
。

五

こ
の
指
針
に
お
い
て
、
「
在
留
高
度
人
材
外
国
人
等
の
親
」
と
は
、
高
度
人
材
告
示
第
二
条
の
表
チ
の
項
の
下
欄
に
掲

げ
る
活
動
を
指
定
さ
れ
て
在
留
す
る
者
を
い
う
。

六

削
除

七

こ
の
指
針
に
お
い
て
、
「
所
属
機
関
」
と
は
、
在
留
高
度
人
材
外
国
人
が
指
定
さ
れ
た
活
動
を
行
う
た
め
受
け
入
れ
ら

れ
て
い
る
本
邦
の
公
私
の
機
関
を
い
う
。
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第
三

在
留
高
度
人
材
外
国
人
に
関
す
る
事
項

一

在
留
期
間
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
在
留
高
度
人
材
外
国
人
は
、
法
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
在
留
期
間
の
更
新
の

手
続
を
経
て
、
新
た
な
在
留
期
間
を
五
年
と
す
る
許
可
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

二

現
に
指
定
さ
れ
て
い
る
活
動
を
変
更
し
て
別
表
に
掲
げ
る
活
動
を
行
お
う
と
す
る
在
留
高
度
人
材
外
国
人
は
、
法
第
二

十
条
に
規
定
す
る
在
留
資
格
の
変
更
の
手
続
を
経
て
、
新
た
な
在
留
資
格
を
特
定
活
動
と
し
、
新
た
な
在
留
期
間
を
五
年

と
し
、
新
た
な
所
属
機
関
を
指
定
す
る
許
可
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

三

削
除

四

一
又
は
二
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
る
者
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

１

五
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
点
数
が
七
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。

２

在
留
状
況
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

五

一
又
は
二
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
在
留
期
間
の
更
新
の
申
請
又
は
在
留
資
格
の
変
更
の
申
請

が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
行
っ
た
外
国
人
（
以
下
「
申
請
人
」
と
い
う
。
）
が
行
お
う
と
す
る
活
動
の
区
分
に
応

じ
て
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
点
数
を
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
２
及
び
３
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
点
数
を
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計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
申
請
人
が
所
属
機
関
か
ら
受
け
る
報
酬
（
当
該
申
請
人
が
外
国
の
公
私
の
機
関
か
ら

転
勤
し
て
所
属
機
関
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
当
該
外
国
の
公
私
の
機
関
か
ら
受
け
る
報
酬
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
の
年
額
が
、
三
百
万
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
そ
の
合
計
の
点
数
は
零
と
す
る
。

１

高
度
人
材
告
示
第
二
条
の
表
イ
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
又
は
別
表
の
一
に
掲
げ
る
活
動

当
該
申
請
人
に
係
る

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
人
が
該
当
す
る
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
基
準
（
年
収
の
項
に
あ

っ
て
は
、
申
請
の
時
点
に
お
け
る
当
該
申
請
人
の
年
齢
が
三
十
歳
未
満
の
と
き
は
同
項
の
イ
か
ら
ト
ま
で
、
三
十
歳
以

上
三
十
五
歳
未
満
の
と
き
は
同
項
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
、
三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満
の
と
き
は
同
項
の
イ
か
ら
ホ
ま
で

、
四
十
歳
以
上
の
と
き
は
同
項
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
）
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
点
数

を
合
計
す
る
も
の
と
す
る
。

項

目

基

準

点

数

学

歴

イ

博
士
の
学
位
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

三
十

ロ

修
士
の
学
位
又
は
専
門
職
学
位
（
学
位
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
文
部
省
令
第
九
号
）
第
五

二
十
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条
の
二
に
規
定
す
る
専
門
職
学
位
を
い
い
、
外
国
に
お
い
て
授
与
さ
れ
た
こ
れ
に
相
当
す
る

学
位
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
し
て
い
る
こ
と
（
こ
の
項
の
イ
に
該
当
す
る
場
合
を
除

く
。
）
。

職

歴

イ

従
事
し
よ
う
と
す
る
研
究
、
研
究
の
指
導
又
は
教
育
に
つ
い
て
七
年
以
上
の
実
務
経
験
が

十
五

あ
る
こ
と
。

ロ

従
事
し
よ
う
と
す
る
研
究
、
研
究
の
指
導
又
は
教
育
に
つ
い
て
五
年
以
上
七
年
未
満
の
実

十

務
経
験
が
あ
る
こ
と
。

ハ

従
事
し
よ
う
と
す
る
研
究
、
研
究
の
指
導
又
は
教
育
に
つ
い
て
三
年
以
上
五
年
未
満
の
実

五

務
経
験
が
あ
る
こ
と
。

年

収

イ

所
属
機
関
か
ら
受
け
る
報
酬
の
年
額
が
千
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四
十

ロ

所
属
機
関
か
ら
受
け
る
報
酬
の
年
額
が
九
百
万
円
以
上
千
万
円
未
満
で
あ
る
こ
と
。

三
十
五

ハ

所
属
機
関
か
ら
受
け
る
報
酬
の
年
額
が
八
百
万
円
以
上
九
百
万
円
未
満
で
あ
る
こ
と
。

三
十

ニ

所
属
機
関
か
ら
受
け
る
報
酬
の
年
額
が
七
百
万
円
以
上
八
百
万
円
未
満
で
あ
る
こ
と
。

二
十
五
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ホ

所
属
機
関
か
ら
受
け
る
報
酬
の
年
額
が
六
百
万
円
以
上
七
百
万
円
未
満
で
あ
る
こ
と
。

二
十

ヘ

所
属
機
関
か
ら
受
け
る
報
酬
の
年
額
が
五
百
万
円
以
上
六
百
万
円
未
満
で
あ
る
こ
と
。

十
五

ト

所
属
機
関
か
ら
受
け
る
報
酬
の
年
額
が
四
百
万
円
以
上
五
百
万
円
未
満
で
あ
る
こ
と
。

十

年

齢

イ

申
請
の
時
点
に
お
い
て
年
齢
が
三
十
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
。

十
五

ロ

申
請
の
時
点
に
お
い
て
年
齢
が
三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
。

十

ハ

申
請
の
時
点
に
お
い
て
年
齢
が
三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
。

五

研
究
実
績

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

二
十
（
二

イ

発
明
者
と
し
て
特
許
を
受
け
た
発
明
が
一
件
以
上
あ
る
こ
と
。

以
上
に
該

ロ

日
本
政
府
又
は
外
国
政
府
か
ら
補
助
金
、
競
争
的
資
金
そ
の
他
の
金
銭
の
給
付
を
受
け
た

当
す
る
場

研
究
に
三
回
以
上
従
事
し
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
。

合
は
、
二

ハ

我
が
国
の
国
の
機
関
に
お
い
て
利
用
さ
れ
て
い
る
学
術
論
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
学
術
上
の

十
五
）

論
文
に
関
す
る
情
報
の
集
合
物
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
情
報
を
電
子
計
算
機
を
用
い
て
検
索

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
登
録
さ
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れ
て
い
る
学
術
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
論
文
（
申
請
人
が
責
任
を
持
っ
て
論
文
に
関
す
る

問
い
合
わ
せ
に
対
応
可
能
な
著
者
（
以
下
「
責
任
著
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る

。
）
が
三
本
以
上
あ
る
こ
と
。

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
該
当
し
な
い
研
究
実
績
で
申
請
人
が
申
し
出
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ

ら
と
同
等
の
研
究
実
績
と
し
て
、
関
係
行
政
機
関
の
長
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
法
務
大
臣
が

認
め
る
も
の
が
あ
る
こ
と
。

特
別
加
算

イ

所
属
機
関
が
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
（
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る

十
（
所
属

研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年

機
関
が
中

法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
を
い
う
。
以
下

小
企
業
（

同
じ
。
）
の
促
進
に
資
す
る
も
の
と
し
て
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
別
表
第
一
の
二
の

中
小
企
業

表
の
高
度
専
門
職
の
項
の
下
欄
の
基
準
を
定
め
る
省
令
第
一
条
第
一
項
各
号
の
表
の
特
別
加

基
本
法
（

算
の
項
の
規
定
に
基
づ
き
法
務
大
臣
が
定
め
る
法
律
の
規
定
等
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
六

昭
和
三
十

年
法
務
省
告
示
第
五
百
七
十
八
号
。
以
下
「
高
度
専
門
職
特
別
加
算
告
示
」
と
い
う
。
）
別

八
年
法
律
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表
第
一
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
認
定
若
し
く
は
承
認
を
受
け
て
い
る
こ
と
又
は
補

第
百
五
十

助
金
の
交
付
そ
の
他
の
支
援
措
置
で
あ
っ
て
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
の
促
進
に
資
す
る
も

四
号
）
第

の
と
し
て
高
度
専
門
職
特
別
加
算
告
示
別
表
第
二
に
掲
げ
る
も
の
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

二
条
第
一

項
に
規
定

す
る
中
小

企
業
者
を

い
う
。
以

下
同
じ
。

）
で
あ
る

場
合
は
、

二
十
）

ロ

申
請
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
（
申
請
日
が
前
事
業
年
度
経
過
後
二
月
以
内

五

で
あ
る
場
合
は
、
前
々
事
業
年
度
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
所
属
機
関
（
中
小
企
業
に
限
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る
。
）
に
係
る
試
験
研
究
費
等
比
率
（
一
事
業
年
度
に
お
け
る
試
験
研
究
費
及
び
開
発
費
（

法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
七
号
）
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す

る
開
発
費
及
び
新
た
な
事
業
の
開
始
の
た
め
に
特
別
に
支
出
す
る
費
用
を
い
う
。
）
の
合
計

額
の
収
入
金
額
（
総
収
入
金
額
か
ら
固
定
資
産
又
は
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十

四
号
）
第
二
条
第
二
十
一
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
譲
渡
に
よ
る
収
入
金
額
を
控
除
し
た

金
額
を
い
う
。
）
に
対
す
る
割
合
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
百
分
の
三
を
超
え
る
こ
と
。

ハ

従
事
し
よ
う
と
す
る
業
務
に
関
連
す
る
外
国
の
資
格
、
表
彰
そ
の
他
の
高
度
な
専
門
知
識

五

、
能
力
又
は
経
験
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の

創
出
の
促
進
に
資
す
る
も
の
と
し
て
関
係
行
政
機
関
の
長
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
法
務
大
臣

が
認
め
る
も
の
（
こ
の
表
の
研
究
実
績
の
項
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
が
あ
る
こ
と
。

ニ

申
請
人
が
本
邦
の
大
学
を
卒
業
し
又
は
大
学
院
の
課
程
を
修
了
し
て
学
位
を
授
与
さ
れ
た

十

こ
と
。

ホ

申
請
人
が
幅
広
い
場
面
で
使
わ
れ
る
日
本
語
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
し
て

十
五
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い
る
こ
と
を
試
験
に
よ
り
証
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
又
は
日
本
語
を
専
攻
し
て
外
国
の
大
学
を

卒
業
し
た
こ
と
。

２

高
度
人
材
告
示
第
二
条
の
表
ロ
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
又
は
別
表
の
二
に
掲
げ
る
活
動

当
該
申
請
人
に
係
る

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
人
が
該
当
す
る
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
基
準
（
年
収
の
項
に
あ

っ
て
は
、
申
請
の
時
点
に
お
け
る
当
該
申
請
人
の
年
齢
が
三
十
歳
未
満
の
と
き
は
同
項
の
イ
か
ら
ト
ま
で
、
三
十
歳
以

上
三
十
五
歳
未
満
の
と
き
は
同
項
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
、
三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満
の
と
き
は
同
項
の
イ
か
ら
ホ
ま
で

、
四
十
歳
以
上
の
と
き
は
同
項
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
）
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
点
数

を
合
計
す
る
も
の
と
す
る
。

項

目

基

準

点

数

学

歴

イ

博
士
の
学
位
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

三
十

ロ

修
士
の
学
位
又
は
専
門
職
学
位
を
有
し
て
い
る
こ
と
（
こ
の
項
の
イ
に
該
当
す
る
場
合
を

二
十
（
経

除
く
。
）
。

営
管
理
に
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関
す
る
専

門
職
学
位

を
有
し
て

い
る
場
合

は
、
二
十

五
）

ハ

大
学
を
卒
業
し
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
教
育
を
受
け
た
こ
と
（
こ
の
項
の
イ
又
は
ロ
に

十

該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

職

歴

イ

従
事
し
よ
う
と
す
る
業
務
に
つ
い
て
十
年
以
上
の
実
務
経
験
が
あ
る
こ
と
。

二
十

ロ

従
事
し
よ
う
と
す
る
業
務
に
つ
い
て
七
年
以
上
十
年
未
満
の
実
務
経
験
が
あ
る
こ
と
。

十
五

ハ

従
事
し
よ
う
と
す
る
業
務
に
つ
い
て
五
年
以
上
七
年
未
満
の
実
務
経
験
が
あ
る
こ
と
。

十

ニ

従
事
し
よ
う
と
す
る
業
務
に
つ
い
て
三
年
以
上
五
年
未
満
の
実
務
経
験
が
あ
る
こ
と
。

五

年

収

イ

所
属
機
関
か
ら
受
け
る
報
酬
の
年
額
が
千
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四
十
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ロ

所
属
機
関
か
ら
受
け
る
報
酬
の
年
額
が
九
百
万
円
以
上
千
万
円
未
満
で
あ
る
こ
と
。

三
十
五

ハ

所
属
機
関
か
ら
受
け
る
報
酬
の
年
額
が
八
百
万
円
以
上
九
百
万
円
未
満
で
あ
る
こ
と
。

三
十

ニ

所
属
機
関
か
ら
受
け
る
報
酬
の
年
額
が
七
百
万
円
以
上
八
百
万
円
未
満
で
あ
る
こ
と
。

二
十
五

ホ

所
属
機
関
か
ら
受
け
る
報
酬
の
年
額
が
六
百
万
円
以
上
七
百
万
円
未
満
で
あ
る
こ
と
。

二
十

ヘ

所
属
機
関
か
ら
受
け
る
報
酬
の
年
額
が
五
百
万
円
以
上
六
百
万
円
未
満
で
あ
る
こ
と
。

十
五

ト

所
属
機
関
か
ら
受
け
る
報
酬
の
年
額
が
四
百
万
円
以
上
五
百
万
円
未
満
で
あ
る
こ
と
。

十

年

齢

イ

申
請
の
時
点
に
お
い
て
年
齢
が
三
十
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
。

十
五

ロ

申
請
の
時
点
に
お
い
て
年
齢
が
三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
。

十

ハ

申
請
の
時
点
に
お
い
て
年
齢
が
三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
。

五

研
究
実
績

次
の
い
ず
れ
か
一
以
上
に
該
当
す
る
こ
と
。

十
五

イ

発
明
者
と
し
て
特
許
を
受
け
た
発
明
が
一
件
以
上
あ
る
こ
と
。

ロ

日
本
政
府
又
は
外
国
政
府
か
ら
補
助
金
、
競
争
的
資
金
そ
の
他
の
金
銭
の
給
付
を
受
け
た

研
究
に
三
回
以
上
従
事
し
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
。
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ハ

我
が
国
の
国
の
機
関
に
お
い
て
利
用
さ
れ
て
い
る
学
術
論
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
登
録
さ
れ

て
い
る
学
術
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
論
文
（
申
請
人
が
責
任
著
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。

）
が
三
本
以
上
あ
る
こ
と
。

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
該
当
し
な
い
研
究
実
績
で
申
請
人
が
申
し
出
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ

ら
と
同
等
の
研
究
実
績
と
し
て
、
関
係
行
政
機
関
の
長
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
法
務
大
臣
が

認
め
る
も
の
が
あ
る
こ
と
。

資

格

従
事
し
よ
う
と
す
る
業
務
に
関
連
す
る
我
が
国
の
国
家
資
格
（
資
格
の
う
ち
、
法
令
に
お
い
て

五

（

二

以

当
該
資
格
を
有
し
な
い
者
は
当
該
資
格
に
係
る
業
務
若
し
く
は
行
為
を
行
い
、
又
は
当
該
資
格

上

の

資

格

に
係
る
名
称
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
）
を
有
し
、

を

有

し

又

又
は
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
技
術
・

は

試

験

に

人
文
知
識
・
国
際
業
務
の
在
留
資
格
に
係
る
基
準
の
特
例
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
五
年
法
務

合

格

し

て

省
告
示
第
四
百
三
十
七
号
）
に
定
め
る
試
験
に
合
格
し
若
し
く
は
資
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

い

る

場

合

は
、
十
）
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特
別
加
算

イ

所
属
機
関
が
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
の
促
進
に
資
す
る
も
の
と
し
て
高
度
専
門
職
特
別

十
（
所
属

加
算
告
示
別
表
第
一
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
認
定
若
し
く
は
承
認
を
受
け
て
い
る

機
関
が
中

こ
と
又
は
補
助
金
の
交
付
そ
の
他
の
支
援
措
置
で
あ
っ
て
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
の
促
進

小
企
業
で

に
資
す
る
も
の
と
し
て
高
度
専
門
職
特
別
加
算
告
示
別
表
第
二
に
掲
げ
る
も
の
を
受
け
て
い

あ
る
場
合

る
こ
と
。

は
、
二
十
）

ロ

申
請
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
い
て
所
属
機
関
（
中
小
企
業
に
限
る
。

五

）
に
係
る
試
験
研
究
費
等
比
率
が
百
分
の
三
を
超
え
る
こ
と
。

ハ

従
事
し
よ
う
と
す
る
業
務
に
関
連
す
る
外
国
の
資
格
、
表
彰
そ
の
他
の
高
度
な
専
門
知
識

五

、
能
力
又
は
経
験
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
っ
て
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創

出
の
促
進
に
資
す
る
も
の
と
し
て
関
係
行
政
機
関
の
長
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
法
務
大
臣
が

認
め
る
も
の
（
こ
の
表
の
研
究
実
績
及
び
資
格
の
項
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
が
あ
る

こ
と
。

ニ

申
請
人
が
本
邦
の
大
学
を
卒
業
し
又
は
大
学
院
の
課
程
を
修
了
し
て
学
位
を
授
与
さ
れ
た

十
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こ
と
。

ホ

申
請
人
が
幅
広
い
場
面
で
使
わ
れ
る
日
本
語
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
し
て

十
五

い
る
こ
と
を
試
験
に
よ
り
証
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
又
は
日
本
語
を
専
攻
し
て
外
国
の
大
学
を

卒
業
し
た
こ
と
。

３

高
度
人
材
告
示
第
二
条
の
表
ハ
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
又
は
別
表
の
三
に
掲
げ
る
活
動

当
該
申
請
人
に
係
る

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
人
が
該
当
す
る
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
点
数
を
合
計
す
る
も
の
と
す
る
。

項

目

基

準

点

数

学

歴

イ

博
士
若
し
く
は
修
士
の
学
位
又
は
専
門
職
学
位
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

二
十
（
経

営
管
理
に

関
す
る
専

門
職
学
位
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を
有
し
て

い
る
場
合

は
、
二
十

五
）

ロ

大
学
を
卒
業
し
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
教
育
を
受
け
た
こ
と
（
こ
の
項
の
イ
に
該
当
す

十

る
場
合
を
除
く
。
）
。

職

歴

イ

事
業
の
経
営
又
は
管
理
に
つ
い
て
十
年
以
上
の
実
務
経
験
が
あ
る
こ
と
。

二
十
五

ロ

事
業
の
経
営
又
は
管
理
に
つ
い
て
七
年
以
上
十
年
未
満
の
実
務
経
験
が
あ
る
こ
と
。

二
十

ハ

事
業
の
経
営
又
は
管
理
に
つ
い
て
五
年
以
上
七
年
未
満
の
実
務
経
験
が
あ
る
こ
と
。

十
五

ニ

事
業
の
経
営
又
は
管
理
に
つ
い
て
三
年
以
上
五
年
未
満
の
実
務
経
験
が
あ
る
こ
と
。

十

年

収

イ

所
属
機
関
か
ら
受
け
る
報
酬
の
年
額
が
三
千
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

五
十

ロ

所
属
機
関
か
ら
受
け
る
報
酬
の
年
額
が
二
千
五
百
万
円
以
上
三
千
万
円
未
満
で
あ
る
こ
と
。

四
十

ハ

所
属
機
関
か
ら
受
け
る
報
酬
の
年
額
が
二
千
万
円
以
上
二
千
五
百
万
円
未
満
で
あ
る
こ
と
。

三
十
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ニ

所
属
機
関
か
ら
受
け
る
報
酬
の
年
額
が
千
五
百
万
円
以
上
二
千
万
円
未
満
で
あ
る
こ
と
。

二
十

ホ

所
属
機
関
か
ら
受
け
る
報
酬
の
年
額
が
千
万
円
以
上
千
五
百
万
円
未
満
で
あ
る
こ
と
。

十

地

位

イ

所
属
機
関
の
代
表
取
締
役
、
代
表
執
行
役
又
は
業
務
を
執
行
す
る
社
員
（
代
表
権
を
有
す

十

る
者
に
限
る
。
）
と
し
て
当
該
機
関
の
事
業
の
経
営
又
は
管
理
に
従
事
す
る
こ
と
。

ロ

所
属
機
関
の
取
締
役
、
執
行
役
又
は
業
務
を
執
行
す
る
社
員
と
し
て
当
該
機
関
の
事
業
の

五

経
営
又
は
管
理
に
従
事
す
る
こ
と
（
こ
の
項
の
イ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

特
別
加
算

イ

所
属
機
関
が
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
の
促
進
に
資
す
る
も
の
と
し
て
高
度
専
門
職
特
別

十
（
所
属

加
算
告
示
別
表
第
一
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
認
定
若
し
く
は
承
認
を
受
け
て
い
る

機
関
が
中

こ
と
又
は
補
助
金
の
交
付
そ
の
他
の
支
援
措
置
で
あ
っ
て
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
の
促
進

小
企
業
で

に
資
す
る
も
の
と
し
て
高
度
専
門
職
特
別
加
算
告
示
別
表
第
二
に
掲
げ
る
も
の
を
受
け
て
い

あ
る
場
合

る
こ
と
。

は
、
二
十
）

ロ

申
請
日
に
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
い
て
所
属
機
関
（
中
小
企
業
に
限
る
。

五

）
に
係
る
試
験
研
究
費
等
比
率
が
百
分
の
三
を
超
え
る
こ
と
。
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ハ

従
事
し
よ
う
と
す
る
業
務
に
関
連
す
る
外
国
の
資
格
、
表
彰
そ
の
他
の
高
度
な
専
門
知
識

五

、
能
力
又
は
経
験
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の

創
出
の
促
進
に
資
す
る
も
の
と
し
て
関
係
行
政
機
関
の
長
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
法
務
大
臣

が
認
め
る
も
の
が
あ
る
こ
と
。

ニ

申
請
人
が
本
邦
の
大
学
を
卒
業
し
又
は
大
学
院
の
課
程
を
修
了
し
て
学
位
を
授
与
さ
れ
た

十

こ
と
。

ホ

申
請
人
が
幅
広
い
場
面
で
使
わ
れ
る
日
本
語
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
し
て

十
五

い
る
こ
と
を
試
験
に
よ
り
証
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
又
は
日
本
語
を
専
攻
し
て
外
国
の
大
学
を

卒
業
し
た
こ
と
。

第
四

在
留
高
度
人
材
外
国
人
の
扶
養
を
受
け
る
配
偶
者
等
に
関
す
る
事
項

一

在
留
高
度
人
材
外
国
人
の
扶
養
を
受
け
る
配
偶
者
等
で
あ
っ
て
、
在
留
期
間
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
法

第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
在
留
期
間
の
更
新
の
手
続
を
経
て
、
新
た
な
在
留
期
間
を
五
年
、
三
年
又
は
一
年
と
す
る
許
可

を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
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二

本
邦
に
在
留
す
る
外
国
人
で
あ
っ
て
、
高
度
人
材
告
示
第
二
条
の
表
ニ
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
を
行
お
う
と
す
る

も
の
（
一
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
法
第
二
十
条
に
規
定
す
る
在
留
資
格
の
変
更
の
手
続
を
経
て
、
新
た
な
在
留

資
格
を
特
定
活
動
と
し
、
新
た
な
在
留
期
間
を
五
年
、
三
年
又
は
一
年
と
す
る
許
可
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

三

一
又
は
二
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
る
者
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

１

在
留
高
度
人
材
外
国
人
の
扶
養
を
受
け
る
こ
と
。

２

在
留
状
況
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

第
五

在
留
高
度
人
材
外
国
人
の
就
労
す
る
配
偶
者
に
関
す
る
事
項

一

在
留
高
度
人
材
外
国
人
の
就
労
す
る
配
偶
者
で
あ
っ
て
、
在
留
期
間
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
法
第
二
十

一
条
に
規
定
す
る
在
留
期
間
の
更
新
の
手
続
を
経
て
、
新
た
な
在
留
期
間
を
五
年
、
三
年
又
は
一
年
と
す
る
許
可
を
受
け

る
も
の
と
す
る
。

二

本
邦
に
在
留
す
る
在
留
高
度
人
材
外
国
人
の
配
偶
者
で
あ
っ
て
、
本
邦
の
公
私
の
機
関
と
の
契
約
に
基
づ
い
て
、
次
に

掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
活
動
を
行
お
う
と
す
る
も
の
（
一
に
規
定
す
る
者
を
除
き
、
現
に
指
定
さ
れ
て
い
る
活
動
を
変
更
し

て
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
活
動
を
行
お
う
と
す
る
者
を
含
む
。
）
は
、
法
第
二
十
条
に
規
定
す
る
在
留
資
格
の
変
更
の
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手
続
を
経
て
、
新
た
な
在
留
資
格
を
特
定
活
動
と
し
、
新
た
な
在
留
期
間
を
五
年
、
三
年
又
は
一
年
と
し
、
当
該
機
関
を

指
定
す
る
許
可
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

１

研
究
を
行
う
業
務
に
従
事
す
る
活
動

２

本
邦
の
小
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
、
中
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
）

、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
、
特
別
支
援
学
校
、
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
若
し
く
は
設
備
及
び
編
制
に
関
し
て
こ

れ
に
準
ず
る
教
育
機
関
に
お
い
て
語
学
教
育
そ
の
他
の
教
育
を
す
る
活
動

３

自
然
科
学
若
し
く
は
人
文
科
学
の
分
野
に
属
す
る
技
術
若
し
く
は
知
識
を
必
要
と
す
る
業
務
又
は
外
国
の
文
化
に
基

盤
を
有
す
る
思
考
若
し
く
は
感
受
性
を
必
要
と
す
る
業
務
に
従
事
す
る
活
動
（
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
研
究
の
項
、

教
育
の
項
及
び
興
行
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
を
除
く
。
）

４

興
行
に
係
る
活
動
以
外
の
芸
能
活
動
で
次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

商
品
又
は
事
業
の
宣
伝
に
係
る
活
動

ロ

放
送
番
組
（
有
線
放
送
番
組
を
含
む
。
）
又
は
映
画
の
製
作
に
係
る
活
動

ハ

商
業
用
写
真
の
撮
影
に
係
る
活
動
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ニ

商
業
用
の
レ
コ
ー
ド
、
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
そ
の
他
の
記
録
媒
体
に
録
音
又
は
録
画
を
行
う
活
動

三

一
又
は
二
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
る
者
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

１

配
偶
者
で
あ
る
在
留
高
度
人
材
外
国
人
と
同
居
す
る
こ
と
。

２

従
事
し
よ
う
と
す
る
活
動
に
日
本
人
が
従
事
す
る
場
合
に
受
け
る
報
酬
と
同
等
額
以
上
の
報
酬
を
受
け
る
こ
と
。

３

在
留
状
況
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

第
六

在
留
高
度
人
材
外
国
人
の
家
事
使
用
人
に
関
す
る
事
項

一

在
留
高
度
人
材
外
国
人
の
家
事
使
用
人
で
あ
っ
て
、
在
留
期
間
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
法
第
二
十
一
条

に
規
定
す
る
在
留
期
間
の
更
新
の
手
続
を
経
て
、
新
た
な
在
留
期
間
を
一
年
と
す
る
許
可
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

二

一
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
る
者
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

１

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
在
留
高
度
人
材
外
国
人
に
雇
用
さ
れ
る
こ
と
。

イ

当
該
家
事
使
用
人
以
外
に
家
事
使
用
人
を
雇
用
し
て
い
な
い
こ
と
。

ロ

在
留
期
間
更
新
の
申
請
の
時
点
に
お
い
て
、
当
該
在
留
高
度
人
材
外
国
人
が
受
け
る
報
酬
の
年
額
と
、
当
該
在
留

高
度
人
材
外
国
人
の
配
偶
者
が
受
け
る
報
酬
の
年
額
と
を
合
算
し
た
額
（
以
下
「
世
帯
年
収
」
と
い
う
。
）
が
千
万
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円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ハ

当
該
家
事
使
用
人
が
高
度
人
材
告
示
第
二
条
の
表
ヘ
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
を
指
定
さ
れ
て
在
留
す
る
者
で

あ
る
場
合
は
、
当
該
家
事
使
用
人
が
当
該
活
動
を
指
定
さ
れ
て
上
陸
許
可
を
受
け
た
時
に
お
け
る
雇
用
主
と
同
一
人

で
あ
る
こ
と
。

ニ

当
該
家
事
使
用
人
が
高
度
人
材
告
示
第
二
条
の
表
ト
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
を
指
定
さ
れ
て
在
留
す
る
者
で

あ
る
場
合
は
、
当
該
家
事
使
用
人
が
当
該
活
動
を
指
定
さ
れ
て
上
陸
許
可
又
は
在
留
資
格
変
更
許
可
を
受
け
た
時
に

お
け
る
雇
用
主
と
同
一
人
で
あ
り
、
在
留
期
間
更
新
の
申
請
の
時
点
に
お
い
て
、
十
三
歳
未
満
の
子
又
は
病
気
等
に

よ
り
日
常
の
家
事
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
配
偶
者
を
有
す
る
こ
と
。

２

当
該
家
事
使
用
人
が
高
度
人
材
告
示
第
二
条
の
表
ヘ
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
を
指
定
さ
れ
て
在
留
す
る
者
で
あ

る
場
合
は
、
雇
用
主
で
あ
る
在
留
高
度
人
材
外
国
人
の
負
担
に
お
い
て
当
該
在
留
高
度
人
材
外
国
人
と
共
に
本
邦
か
ら

出
国
（
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
再
入
国
許
可
を
受
け
て
出
国
す
る
場
合
を
除
く
。
）
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

３

月
額
二
十
万
円
以
上
の
報
酬
を
受
け
る
こ
と
。
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４

在
留
状
況
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

三

高
度
人
材
告
示
第
二
条
の
表
ト
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
を
指
定
さ
れ
て
在
留
す
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
活
動
を
指

定
さ
れ
て
上
陸
許
可
又
は
在
留
資
格
変
更
許
可
を
受
け
た
時
に
お
け
る
雇
用
主
と
異
な
る
在
留
高
度
人
材
外
国
人
に
雇
用

さ
れ
て
、
高
度
人
材
告
示
第
二
条
の
表
ト
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
を
行
お
う
と
す
る
も
の
は
、
法
第
二
十
条
に
規
定

す
る
在
留
資
格
の
変
更
の
手
続
を
経
て
、
新
た
な
在
留
資
格
を
特
定
活
動
と
し
、
新
た
な
在
留
期
間
を
一
年
と
す
る
許
可

を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

四

三
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
る
者
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

１

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
在
留
高
度
人
材
外
国
人
に
雇
用
さ
れ
る
こ
と
。

イ

当
該
家
事
使
用
人
以
外
に
家
事
使
用
人
を
雇
用
し
て
い
な
い
こ
と
。

ロ

在
留
資
格
変
更
の
申
請
の
時
点
に
お
い
て
、
世
帯
年
収
が
千
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ハ

在
留
資
格
変
更
の
申
請
の
時
点
に
お
い
て
、
十
三
歳
未
満
の
子
又
は
病
気
等
に
よ
り
日
常
の
家
事
に
従
事
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
配
偶
者
を
有
す
る
こ
と
。

２

当
該
在
留
高
度
人
材
外
国
人
が
使
用
す
る
言
語
に
よ
り
日
常
会
話
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
的
使
用
人
と
し
て
雇
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用
さ
れ
る
こ
と
。

３

月
額
二
十
万
円
以
上
の
報
酬
を
受
け
る
こ
と
。

４

在
留
状
況
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

五

本
邦
に
在
留
す
る
外
国
人
（
在
留
高
度
人
材
外
国
人
の
家
事
使
用
人
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
高
度
人
材
告
示
第
二
条

の
表
ト
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
を
行
お
う
と
す
る
も
の
は
、
法
第
二
十
条
に
規
定
す
る
在
留
資
格
の
変
更
の
手
続
を

経
て
、
新
た
な
在
留
資
格
を
特
定
活
動
と
し
、
新
た
な
在
留
期
間
を
一
年
と
す
る
許
可
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

六

五
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
る
者
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

１

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
在
留
高
度
人
材
外
国
人
に
雇
用
さ
れ
る
こ
と
。

イ

当
該
家
事
使
用
人
以
外
に
家
事
使
用
人
を
雇
用
し
て
い
な
い
こ
と
。

ロ

在
留
資
格
変
更
の
申
請
の
時
点
に
お
い
て
、
世
帯
年
収
が
千
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ハ

在
留
資
格
変
更
の
申
請
の
時
点
に
お
い
て
、
十
三
歳
未
満
の
子
又
は
病
気
等
に
よ
り
日
常
の
家
事
に
従
事
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
配
偶
者
を
有
す
る
こ
と
。

２

当
該
在
留
高
度
人
材
外
国
人
が
使
用
す
る
言
語
に
よ
り
日
常
会
話
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
的
使
用
人
と
し
て
雇
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用
さ
れ
る
こ
と
。

３

十
八
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
。

４

月
額
二
十
万
円
以
上
の
報
酬
を
受
け
る
こ
と
。

５

在
留
状
況
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

第
七

在
留
高
度
人
材
外
国
人
等
の
親
に
関
す
る
事
項

一

在
留
高
度
人
材
外
国
人
等
の
親
で
あ
っ
て
、
在
留
期
間
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
法
第
二
十
一
条
に
規
定

す
る
在
留
期
間
の
更
新
の
手
続
を
経
て
、
新
た
な
在
留
期
間
を
一
年
又
は
六
月
と
す
る
許
可
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

二

一
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
る
者
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

１

子
で
あ
る
在
留
高
度
人
材
外
国
人
又
は
子
の
配
偶
者
で
あ
る
在
留
高
度
人
材
外
国
人
と
同
居
す
る
こ
と
。

２

在
留
期
間
更
新
の
申
請
の
時
点
に
お
い
て
、
同
居
す
る
在
留
高
度
人
材
外
国
人
の
世
帯
年
収
が
八
百
万
円
以
上
で
あ

る
こ
と
。

３

在
留
高
度
人
材
外
国
人
の
父
又
は
母
で
あ
る
場
合
は
、
同
居
す
る
在
留
高
度
人
材
外
国
人
の
配
偶
者
の
父
又
は
母
で

あ
っ
て
、
高
度
人
材
告
示
第
二
条
の
表
チ
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
を
指
定
さ
れ
て
在
留
し
、
当
該
在
留
高
度
人
材
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外
国
人
若
し
く
は
そ
の
配
偶
者
の
七
歳
未
満
の
子
を
養
育
し
、
又
は
当
該
在
留
高
度
人
材
外
国
人
の
妊
娠
中
の
配
偶
者

若
し
く
は
妊
娠
中
の
当
該
在
留
高
度
人
材
外
国
人
に
対
し
、
介
助
、
家
事
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
す
る
者
が
な
い
こ

と
。

４

在
留
高
度
人
材
外
国
人
の
配
偶
者
の
父
又
は
母
で
あ
る
場
合
は
、
同
居
す
る
在
留
高
度
人
材
外
国
人
の
父
又
は
母
で

あ
っ
て
、
高
度
人
材
告
示
第
二
条
の
表
チ
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
を
指
定
さ
れ
て
在
留
し
、
当
該
在
留
高
度
人
材

外
国
人
若
し
く
は
そ
の
配
偶
者
の
七
歳
未
満
の
子
を
養
育
し
、
又
は
当
該
在
留
高
度
人
材
外
国
人
の
妊
娠
中
の
配
偶
者

若
し
く
は
妊
娠
中
の
当
該
在
留
高
度
人
材
外
国
人
に
対
し
、
介
助
、
家
事
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
す
る
者
が
な
い
こ

と
。

５

同
居
す
る
在
留
高
度
人
材
外
国
人
若
し
く
は
そ
の
配
偶
者
の
七
歳
未
満
の
子
を
三
か
月
以
上
継
続
し
て
養
育
し
、
又

は
当
該
在
留
高
度
人
材
外
国
人
の
妊
娠
中
の
配
偶
者
若
し
く
は
妊
娠
中
の
当
該
在
留
高
度
人
材
外
国
人
に
対
し
、
介
助

、
家
事
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
三
か
月
以
上
継
続
し
て
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。

６

在
留
状
況
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

三

本
邦
に
在
留
す
る
在
留
高
度
人
材
外
国
人
の
父
若
し
く
は
母
又
は
在
留
高
度
人
材
外
国
人
の
配
偶
者
の
父
若
し
く
は
母
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（
一
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
高
度
人
材
告
示
第
二
条
の
表
チ
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
を
行
お
う
と

す
る
も
の
は
、
法
第
二
十
条
に
規
定
す
る
在
留
資
格
の
変
更
の
手
続
を
経
て
、
新
た
な
在
留
資
格
を
特
定
活
動
と
し
、
新

た
な
在
留
期
間
を
一
年
又
は
六
月
と
す
る
許
可
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

四

二
の
規
定
は
、
三
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
二
の
２
中
「
在
留

期
間
更
新
」
と
あ
る
の
は
、
「
在
留
資
格
変
更
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

別
表一

本
邦
の
公
私
の
機
関
と
の
契
約
に
基
づ
い
て
行
う
研
究
、
研
究
の
指
導
若
し
く
は
教
育
を
す
る
活
動
又
は
当
該
活
動
と

併
せ
て
当
該
活
動
と
関
連
す
る
事
業
を
自
ら
経
営
し
若
し
く
は
当
該
機
関
以
外
の
本
邦
の
公
私
の
機
関
と
の
契
約
に
基
づ

い
て
研
究
、
研
究
の
指
導
若
し
く
は
教
育
を
す
る
活
動

二

本
邦
の
公
私
の
機
関
と
の
契
約
に
基
づ
い
て
行
う
自
然
科
学
若
し
く
は
人
文
科
学
の
分
野
に
属
す
る
知
識
若
し
く
は
技

術
を
要
す
る
業
務
に
従
事
す
る
活
動
又
は
当
該
活
動
と
併
せ
て
当
該
活
動
と
関
連
す
る
事
業
を
自
ら
経
営
す
る
活
動

三

本
邦
の
営
利
を
目
的
と
す
る
法
人
若
し
く
は
法
律
上
資
格
を
有
し
な
け
れ
ば
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
法
律
若
し
く
は
会
計
に
係
る
業
務
を
行
う
た
め
の
事
務
所
の
経
営
若
し
く
は
管
理
に
従
事
す
る
活
動
又
は
当
該
活
動
と
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併
せ
て
当
該
活
動
と
関
連
す
る
事
業
を
自
ら
経
営
す
る
活
動


